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１．栗東新都心土地区画整理事業にかかる 

経過と進捗状況等 
（１）新幹線新駅設置のこれまでの経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が完全に中断した状態 

今後の方向性に対する意志決定の必要性

H18.7 知事選挙 

新幹線新駅の凍結に向けた議論 

H19.10/31 新幹線新駅協定類の終了 

新幹線新駅設置に関する経過

促 進 協 議 会 設 立 （ ３ 市 １ １ 町 ）

稲葉知事が所信表明（栗東周辺を先行）

促 進 協 議 会 に 滋 賀 県 が 加 入

この先滋賀県がリーダーシップのもとに新駅
誘致が進められる 

國松知事および促進協議会会長より申し入れ 

基本協定書条件： 
<条件１> 新駅設置工事費の確保 
<条件２> 土地区画整理事業の進捗 
<条件３> 新駅利用者の増加施策 

新 駅 設 置 工 事 着 工

促進協議会会長に國松知事が就任

JR 東海へ新駅設置の協議申し入れ

「 工 事 協 定 書 」 締 結

<条件１> 

区画整理事業に関する経過 

大津市・草津市・守山市・志賀町・栗東町・ 
中主町・野洲町・石部町・甲西町・水口町・ 
土山町・甲賀町・甲南町・信楽町 

市街化区域への編入・用途地域の変更

土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 区 域 の 決 定

事業計画の設計の概要の認可（知事）

市議会で駅舎建設費の債務負担行為を議決

土 地 区 画 整 理 事 業 の 工 事 着 工

～Ｈ18.4 までの間に 
177回延べ4,165人 
の地権者を対象に説明 
会を実施 

促進協議会名誉会長に稲葉知事が就任

土 地 区 画 整 理 Ａ 調 査 実 施

土 地 区 画 整 理 Ｂ 調 査 実 施

土 地 区 画 整 理 の た め の 地 元 説 明 開 始

都 市 計 画 道 路 の 変 更 ・ 決 定

<条件３> 

<条件２> 

「 基 本 協 定 書 」 締 結

新 駅 要 望 位 置 決 定

駅舎建設費負担額の大枠合意

土地区画整理事業における仮換地指定通知

事 業 計 画 の 決 定 ・ 公 告

新 駅 周 辺 の 基 本 構 想 を 策 定
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（２）栗東新都心土地区画整理事業の経過 

栗東新都心土地区画整理事業は、区画整理事業調査の成果を基に関係住民の合意形成

活動を進め、平成14年度に事業実施の担保となる都市計画手続きを行っている。その後、

平成 15 年９月に当初の事業計画を決定して換地調整を進め、平成 17 年 11 月に新幹線新

駅の『工事協定締結』の条件とされていた仮換地指定を行っている。 

● 栗東新都心土地区画整理事業の経過 

決定、認可等権者
事 項 年月日 

国 県 市 
地区への影響等 

話の持ち上がった時 Ｈ元年頃   発意  

土地区画整理Ａ調査 Ｈ3～Ｈ4年度  協議 実施  

土地区画整理Ｂ調査 Ｈ6～Ｈ8年度  協議 実施  

大津湖南都市計画変更

（案）の縦覧 

Ｈ14.03.04～ 

Ｈ14.03.18
 

市と協議

↓ 

案作成

案作成

※県：市街化区域編入 
   整備、開発及び保全の

方針 
※市：用途地域の変更 

平成 14 年度第１回 

栗東市都市計画審議会 
Ｈ14.03.20   審議

※市街化区域編入と整備、開
発及び保全の方針について
了承。用途地域の変更につ
いて原案通り決定 

第 131 回 

滋賀県都市計画審議会 
Ｈ14.03.27  審議  

※市街化区域編入、並びに整
備、開発及び保全の方針に
おいて、新幹線新駅周辺に
おける業務・商業・居住機
能の配置、高密度利用につ
いて原案通り決定 

新幹線新駅設置に関す

る「基本協定書」締結 
Ｈ14.04.25  ◎ ◎  

市街化区域編入 Ｈ14.04.30 同意 ◎  

・施行予定区域として新た

に 27.4ha を市街化区域

に編入（※ 翌年より市

街化区域としての課

税：都市計画税、固定資

産税、相続税等） 

用途地域変更 Ｈ14.04.30   ◎ 
・用途地域の指定による建

築物等の用途・形態規制

大津湖南都市計画変更

（案）の縦覧 

Ｈ14.05.31～ 

Ｈ14.06.14
 

市と協議
↓ 

案作成
案作成

※県：土地区画整理事業施行
区域の決定、都市計画道路
（県道）の変更 

※市：都市計画道路（市道）
の変更・決定 

平成 14 年度第２回 

栗東市都市計画審議会 Ｈ14.07.16   審議

※土地区画整理事業施行区域
の決定、都市計画道路（県
道）の変更について了承。
都市計画道路（市道）の変
更・決定について原案通り
決定 

第 132 回 

滋賀県都市計画審議会 Ｈ14.08.02  審議  

※土地区画整理事業施行区域
の決定、都市計画道路（県
道）の変更について、原案
通り決定 

意見を求める

意見を求める
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決定、認可等権者
事 項 年月日 

国 県 市 
地区への影響等 

施行区域の決定 Ｈ14.08.30  ◎ 案作成

都市計画道路（県道）の

変更 Ｈ14.08.30  ◎ 案作成

都市計画道路（市道）の

変更・決定 Ｈ14.08.30  同意 ◎ 

・都市計画法第 53 条規制

の適用 

事業計画（案）の縦覧 
Ｈ15.07.11～ 

Ｈ15.07.24
  ◎  

第 136 回 

滋賀県都市計画審議会 Ｈ15.08.26  審議  
※事業計画（案）に対する意

見書の審議 

設計の概要の認可 Ｈ15.09.18  ◎ 案作成  

事業計画の決定（当初） Ｈ15.09.26   ◎ 
・土地区画整理法第 76 条

規制の適用 

実施計画の承認 Ｈ15.12.09 ◎ 協議 案作成  

設計の概要の変更認可 

（第１回変更） Ｈ17.02.21  ◎ 案作成
※公共施設整備計画（設計図
変更）、減歩地積、資金計画

事業計画の変更決定 

（第１回変更） Ｈ17.02.21   ◎  

仮換地指定 Ｈ17.11.15  協議 ◎ 
・同日より、順次、従前地

の使用収益停止の開始 

新幹線新駅設置に関す

る「工事協定」締結 Ｈ17.12.25  ◎ ◎  

設計の概要の変更認可 

（第２回変更） Ｈ18.06.20  ◎ 案作成

※施行期間（24 年度⇒26 年
度）、資金計画（保留地単価、
補助財源） 

事業計画の変更決定 

（第２回変更） Ｈ18.06.20   ◎  

◎：決定、認可等権者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：栗東新都心地区にかかる現在の都市計画決定状況 

現行施行地区 
（黒破線、50.2ha） 

JR 琵琶湖線栗東駅 

JR 草津線手原駅 

名神栗東 I.C 
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図：栗東新都心土地区画整理事業に伴う都市計画の変更・決定（平成 14 年度）の概要 

用途地域の指定(Ａ＝27.4ha) 

27.4ha

10 路線

備考 

草津線北線(Ｗ＝18ｍ) 

草津線南線(Ｗ＝18ｍ)

上鈎志那中線(Ｗ＝20ｍ)

手原中村線(Ｗ＝16ｍ)

栗東駅前線(Ｗ＝30ｍ) 

下鈎出庭線(Ｗ＝26ｍ) 

蜂屋手原線(Ｗ＝18ｍ) 

下鈎出庭線(Ｗ＝18ｍ) 

交通広場(3,400 ㎡) 

交通広場(3,500 ㎡)

交通広場(5,500 ㎡) 

蜂屋宅屋線(Ｗ＝25ｍ) 

市街化区域編入(Ａ＝27.4ha) 

赤字：滋賀県決定 

青字：栗東市決定 

逢坂山石部線(Ｗ＝22ｍ)

野洲栗東線(Ｗ＝22ｍ) 
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（３）栗東新都心土地区画整理事業の進捗状況等 

栗東新都心土地区画整理事業は、平成 17 年 11 月の仮換地指定以降、工事施工計画に基

づいて一部の土地について従前地の使用収益を停止し、建築物等の移転工事及び道路等の

築造工事に着手している。 

しかし、平成 18 年７月の滋賀県知事選挙を機に新幹線新駅の凍結問題が議論されるこ

ととなったため、それ以降の概ね１年半は事業が完全に中断した状態にある。 

● 栗東新都心土地区画整理事業の現状 

事 項 備 考 対象図面 

施行地区の面積 ・502,226.17㎡  

権利者数 ・238人  

土地の先行取得 
・新幹線新駅周辺の都市開発に先駆け、

栗東市土地開発公社が先行取得 
図① 

仮換地指定 ・H17.11.15全区域に指定 図②・③ 

・事業施工に影響のある区域内の一部の

土地について従前地の使用収益を停止 
図④ 

従前地の使用収益の停止 ・上記のうち、公社用地などの一部の土

地を除く箇所について、損失（耕作）

補償を行っている 

図⑤ 

埋蔵文化財調査 
・施工計画に合わせ、一部の公共施設予

定地について埋蔵文化財調査を実施 

建築物等の移転調査 
・施工計画に合わせ、一部の建築物につ

いて、移転に備えた調査を実施 

建築物等の移転工事 

・土地開発公社の先行買収に伴い建築物

を移転 

・施工計画に合わせ、工事の支障となる

一部の建築物を移転 

道路等の築造工事 
・施工計画に合わせ、都市計画道路を中

心とした一部の道路を整備 

図⑥ 
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図①：栗東市土地開発公社の先行取得地 

公共用地充当用地 

登記地積：20,321.34 ㎡ 

（道路：05,496.00 ㎡） 

（公園：14,825.34 ㎡） 

換地操作用地 

登記地積：28,781.14 ㎡ 

〔取得地合計：49,102.48 ㎡〕
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図②：仮換地指定（栗東市土地開発公社）の状況 

取得面積に相当する公共用地 

換地対象地 

換地地積：21,192.96 ㎡ 

平均減歩率：26.4％ 
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図③：仮換地指定（地区全体の換地割り込み）の状況 
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図④：従前地の使用収益停止箇所 

62,338 ㎡

35,224 ㎡

1,322 ㎡

30,741 ㎡

200 ㎡

合計：129,825 ㎡

施行前宅地面積（登記簿）に占める割合：00,30.8％
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図⑤：損失（耕作）補償契約箇所 

※ 累積補償金額：約 24 百万円 

面積   90,142 ㎡ 

金額   8,600 千円 
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図⑥：埋蔵文化財調査・建築物移転（調査含む）・工事等施行済み箇所 

約 0,102 百万円 

約 0,031 百万円 

約 1,515 百万円 

約 0,025 百万円 

約 0,354 百万円 

約 1,673 百万円 

※ 総事業費の約６％


